
 

質   問   書 

 

 

  工事名称   施設運転管理委託 

 

 下記事項の質問について回答いたします。 

  

番 号 質  問  事  項 回         答 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公告第９号－２入札に参加する者

に必要な資格に関する事項 

「地域要件」「東北６県館内に本支

店があること。」とは、本入札公告

があった日時現在の登録との理解

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

２ 公告第９号－２入札に参加する者

に必要な資格に関する事項 

「類似委託の実績」について「し

尿処理施設の運転管理を行った実

績」とは、本施設の処理能力と同

等かつ処理方式が浄化槽汚泥対応

型膜分離高負荷脱炭素処理の実績

という理解でよろしいでしょう

か。 

処理能力については同等以上を

実績として提示ください。処理方

式は問いません。 

 



３ 公告第９号－２入札に参加する者

に必要な資格に関する事項 

「類似委託の実績」にある「公共

事業としてのし尿処理施設の運転

管理を行った実績」とは、元請け

での契約という理解でよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

４ 公告第９号－２入札に参加する者

に必要な資格に関する事項 

「その他条件」にある「緊急時及

び発注者の指示により双葉環境セ

ンターのし尿処理施設を稼働させ

ることが出来ること。」とは、感染

症などを含めた職員不足に対し、

ＢＣＰに基づく職員の確保による

業務継続が可能であることという

理解でよろしいでしょうか。その

場合、入札参加確認申請において

体制等の確認があるでしょうか。 

感染症等による職員不足につい

てはお見込みのとおりです。入札

参加確認申請時に確認は求めま

せんが、実績等により判断し、必

要と認めた場合は、関係者に聴取

を行います。 

 

５ 仕様書－第８条－(４)「責任者等

は、同等施設の運転実務経験を有

し、かつ、管理監督者としての経

験を有する者又はそれと同等以上

の知識、経験を有するものである

こと。」とは、本施設と同規模かつ

浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱

窒素処理方式の実績の必要が必要

という理解でよろしいでしょう

か。 

規模についてはお見込みのとお

りです。処理方式は問いません。 

 



６ 仕様書－第９条－(１)「平日４名を

配置する」(２)「従事者が休暇を取

得する場合などは代わりの者が従

事するもの。」とありますが、業務

に支障の無い範囲でスケジュール

管理された状態の以下のケースに

ついて代わりの者の配置が必要と

なるかご教授ください。 

① 有給休暇取得日 

② 休日出勤分の代休取得日 

③ 当該業務上必要とされる資格

講習 

などに参加し不在となる場合 

 

②休日出勤分の代休取得日を除

くすべてのケースにおいて、代わ

りの従事者の配置が必要となり

ます。 

 

７ 特記仕様書－第２条－(６)－②「搬

入負荷に応じた施設機器の調整」

とありますが、どのような搬入負

荷があるか実績があればご教示く

ださい。 

不定期で環境省家屋解体により

発生する浄化槽汚泥の搬入によ

る量的、性状的な負荷変動があり

ます。 

８ 本業務の履行場所は、帰還困難区

域の通過が必要と認識しておりま

すが、従事者および受託者の本施

設への入場にはどのような制限が

ありますか？ 

本施設及び指定した通行ルート

全てにおいて帰還困難区域では

ありませんので、帰還困難区域の

通過ではなく、環境省として双葉

環境センター裏にある作業現場

への立ち入りを制限するための

ゲートが設置してあります。 

本施設に入場する者および車両

はあらかじめ許可を得る必要が

あります。本施設の従事者であっ

ても、毎回入退場時に施設手前の

ゲートで警備員による確認が必

要です。 



９ 運転管理業務で受託者が必要とす

る現場への郵便物、物品の搬入な

どに制限はありますか？ 

出入り業者についても入場する

者および車両にはあらかじめ許

可を得る必要があります。通常の

郵便などを含め許可を得ていな

ければ本施設への入場は出来ま

せん。 

１０ 施設は原子力災害対策特別措置法

による放射線量の測定など、緊急

事態応急対策の対象施設でしょう

か。またその場合、本業務におい

て貴組合が行っていることがあれ

ばご教示ください。 

特にありません。 

従事者の健康管理は、電離放射線

健康診断、ＷＢＣ、外部被ばく線

量測定など受託者側で必要と判

断したものについて行うものと

考えております。 

 

 


